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１ 臨時休校
次の場合、学校は臨時休校になります。

①沖縄本島中南部に暴風警報が発令中の場合
②沖縄本島中南部の暴風警報が正午まで(午前中)に解

除されない場合

２ 沖縄本島中南部の暴風警報が、
正午まで(午前中)に解除された場合、登校します。

①７時以前に解除された場合
→ 通常通り登校します。

（モノレール、バス等の運行を確認して下さい）
②７時～１２時の間に解除された場合
→１３：４５SHR、１４：００より５・６校時の授業を行い
ます。

※安全の確保に十分注意して下さい。

※校内での弁当の販売はありませんので、各自で準備して下さい。

※常にテレビ・ラジオ等の緊急連絡(テロップ等)で県教育委員会から

の発表を確認して下さい。

※暴風警報等が解除されバスが運行を開始した後でも、強風・大雨等

で安全面に不安がある状況の場合は、登校せず身の安全を確保して

下さい。

※登校について学校へ電話で直接問い合わせすることは、極力ご遠慮

下さい。台風時に電話対応する人員に限りがあります。

※「Teams」等で発信される、学校からのお知らせにご注意ください。


